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環境学習 E06 「日本のごみ処理と廃棄物の環境問題」 

（長森正尚『私たちのくらしと廃棄物』CESS 2022年 9月講義メモ、環境省              会員 K.T. 

『日本の廃棄物処理』令和３年版、農林水産省『食品ロス量の推移と削減目 

標』、wwwFジャパン『海洋プラスチック問題とプラスチック』等を元に作成。） 

 日本のゴミ処理は高度成長期からの大量生産・大量消費の経済システム 

から脱却し、３R（Reduce・発生抑制、Reuse・再使用、Recycle・再生利用）と 

廃棄物適正処分の循環型社会の形成を推進する方向になり、２０００年に 

「循環型社会形成推進基本法（循環法）」が制定されるに至った。 

日本の廃棄物処理は汚染者負担原則(PPP)に基づき、事業活動に伴う 

廃棄物のうち法令で２０種類を「産業廃棄物」として区分し、その処理責任 

は排出事業者が負う。家庭から出るゴミは「一般廃棄物」として、市町村が 

処理責任を負う、という体系が整備されている。また、廃棄物のうち爆発性 

・毒性・感染性、その他人の健康、または生活環境に被害が生じるおそれ 

のあるものは特別管理廃棄物として規定し、廃棄規制をしている。 

 現在、日本の大部分のゴミ処理は管理され、ゴミの排出量は年々減少し 

てきている。それでも、管理できていないゴミは出ている。心無い人のポイ 

捨て、ゴミ箱が満杯でゴミ箱付近へのポイ置き、畑やゴミ置き場から風で飛 

ばされたもの、不法投棄等のゴミは雨で側溝から川へ、やがて海へ流れる。 

 不法投棄は犯罪だ。廃棄物処理法の法律で禁止され、厳しい罰則がある。 

廃棄物を不法投棄した者、その未遂行為をした者は５年以下の懲役、若し 

くは１千万円以下の罰金、法人に対しては３億円以下の罰金、または、この 

両方の罰則を受けることがある。また、不法投棄を目的に廃棄物を収集・運 

搬した者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金、または、この両 

方の罰則を受けることがある。 次に、「もったいないゴミ」の話をしたい。 

 ゴミとして処分されるものに食品ロスがある。「食品ロス」は、食べられるの 

に捨てられる食品のこと。国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、世界全 

体で人の消費のために１年間に生産される食料約４０億トンのうち約３分の 

１の１３億トンが捨てられている。２０１５年、「SDGｓ２０３０アジェンダ」の目標 

１２のターゲットの１つとして、２０３０年までに小売・消費レベルで世界全体の 

一人当たりの食品廃棄物を半減させることが盛り込まれている。 

日本は食品ロス量を２０００年度の９８０万トン比、２０３０年度に半減４８９ 

万トンを目標にしている。令和３年度(2021)に公表された食品ロス量は５２３ 

万トン、２０３０年までに後３４万トン減、ゆるやかながら日本の食品ロス発生 

量の削減は、目標に向かっている。最後に、海洋ゴミの話をしたい。世界の 

川から海へ流れ出るプラスチックゴミの総量は年間約２００万トンと推計され  

ている。そのうち、９０％がアジアの川から、といわれる。海洋ゴミの問題は、 

廃棄プラスチック問題といえる。プラスチックごみは、やっかいなゴミだ。 

プラスチックごみは自然分解しない、いつまでも残り続ける。海洋プラスチ 

ックごみの問題は、地球環境に大きな影響を及ぼすようになってきた。 

       1).海洋生物の誤食、絡まり、外来生物の輸送              2).汚染物質の付着  

3).汚れたプラスチック添加物（劣化防止剤・着色剤・難燃剤） 

 プラスチックごみは自然分解しない、劣化し、海洋生物が飲み込めるほどに微細化する。マイクロプラスチ

ック（5mm以下のプラスチック）やナノプラスチック（１0億分の１メートル=1μmの 1/1000=1nm）といわれる

サイズになっても存続し続ける。街・川・海でプラスチックゴミを拾うことは、自然分解することなく、海に流れ

込み、やがてマイクロプラスチックに変化するものを防ぐことになる。海に漂流するマイクロプラスチックを回

収することは不可能に近い。街・川・海でプラスチックゴミを拾うことは、その分は確実に、綺麗になる。 
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